
学校教育目標『とことん学び ともに高めあう 元気いっぱい北波多っ子』 

全校人権集会を開きました！ 

６月４日（木）に全校人権集会を開きました。人権とは、み

んなが持っている「自由」「平等」「生存」などの人間として当

たり前の権利について学びました。一人一人がもつ人権の大

切さに触れながら、自分や周囲の人の人権を大切にするとは、

どんなことなのかについて全校で考え、さらに身近に自分事

として考えられるように、今の自分にできることを、各学級

で一人一人が考える時間を設けました。 

人権集会では、改めて今の自分を振り返り、周囲の人との関

わり方等について考える機会となります。全校のみんなが幸

せに、そして笑顔と思いやりあふれる学校にするために、まず

は、相手を認め、周囲とつながることを意識して自分ができる

ことを行動に移すことが大切です。一人一人が学級で決めた

ことをしっかり意識し、そして行動に移してくれることに期

待します。 

 

挨拶運動の御協力ありがとうございました！ 

５月２５日（月）から一週間、ＰＴＡ本部役員の皆様に体育館前と職員玄関

前で、挨拶運動をしていただきました。朝早くからの御協力に感謝いたします。

ありがとうございました。 

 

救命救急研修 

先日、消防署の方に来ていただき、ＡＥＤを使用した心肺蘇生法

の職員研修を行いました。これまでも心肺蘇生法については、学ぶ

機会も何度かあり、知識として知ってはいましたが、実際やってみ

ることで再確認できたこともありました。また、食べ物などを喉に

詰まらせた時の対処法も指導していただきました。水泳指導も含

め、いざという時のために訓練をしておくことの必要性を改めて感

じた研修でした。 

大事なことは、このような事故が起こらないこと、起こさないとい

う未然防止が大切になります。全職員で共通理解し、しっかり取り組

んでいきます。 

 ※本校では、ＡＥＤを職員玄関入口に設置しています。 
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プール開き  

今年もプール開きの日を迎えました。水面が

きらきら輝く中、子供たちは歓声をあげながら

活動していました。 

入水前には健康チェックや準備運動を丁寧

に行い、安全面に十分配慮しています。活動

中も複数の職員が見守り、子どもたち一人ひとりの様子に目を配っています。水に慣れるこ

とから始め、少しずつ潜る・浮く・泳ぐといった動きに挑戦していきます。 

ご家庭でも、体調管理や水着・タオルの準備などへのご協力をお願いいたします。皆さま

と一緒に、安心で楽しい夏のプール活動を作っていきたいと思います。 

 

唐津市教育の日について 

６月１４日（日）は、唐津市教育の日となっています。以下のように計画をしていますの

で、参観よろしくお願いします。 

午後は、水害時の避難訓練（引渡し訓練）を実施します。引渡しの時間や場所等、引渡しの

詳細については、５月２８日（木）に、はなまるメールで配信しました「保護者引渡し訓練

（保護者宛）PDF」の内容を御確認ください。 

授業参観の時間 

２校時 ９：２５～１０：１０ １年１組・２年１組・４年１組・６年１組 

３校時 １０：２５～１１：１０ ３年１組・４年２組・５年１組・６年２組 

 

 

 

 

 

いじめアンケートについて 

佐賀県では、いじめ防止基本方針に基づき５月と１２月がいじめ防止強化月間となります。特

に、いじめについては、いじめ防止対策推進法に以下のように定義されています。 

＜いじめ防止対策推進法第２条第１項＞ 

「いじめ」とは、児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童

生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（イン

ターネットを通じて行われるものを含む）であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の

苦痛を感じているものをいう。 

このことを踏まえると、子供たちが心身の苦痛を感じていることが「いじめ」につながるということで

す。そのため、いじめの認知件数は多くなると思いますが、いじめの早期発見、早期対応のために

小さな芽から摘んでいくためであることは御承知おきください。 

このいじめアンケートをもとに、学校では事実関係を確認し、そのことを踏まえ、いじめ防止委員

会を開き、いじめと認知した場合には、いじめ解消に向けて対応していきます。 

アンケートについては、はなまるメールで 6 月１２日（金）に配信します。６月１９日（金）までの回

答としていますので、御協力よろしくお願いします。 


